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 各検疫所長 殿 

 

健康・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について 

（イタリア産食品のアフラトキシン） 

 

標記については、令和７年３月 28 日付け健生食輸発 0328 第１号（最終改正：

令和８年３月 24 日付け健生食輸発 0324 第２号）により通知したところである。 

今般、輸入時の検査命令の結果、MARABISSI SRLの製造したピスタチオナッ

ツを含むイタリア産食品からアフラトキシンが検出されたことから、別途指示

する製造業者として同通知の別添２の１の別表４に同社を追加する。 

 


